
■重度心身障害者・母子家庭医療費受給者証の資格等

対　　　　象 所得税要件

重
度
心
身
障
害
者

母
子
家
庭

種別
受　給　資　格 更新・申請時に

必要なもの

身体障害者手帳１・２級

身体障害者手帳３級

療育手帳Ｂ

身体障害者手帳３～６級と
療育手帳Ｂ

療育手帳Ａ

配偶者が障害などで母子家庭
と同様の事情にある方

祖母と孫、姉と弟妹、父母のい
ない児童など、準母子家庭の方

母と同じ保険に加入している
20歳までの児童（学生の方は
この限りではありません）

生計維持者
（母）が
非課税

な　し

非課税世帯

身体障害者手帳
療育手帳
保険証、印鑑
※１、※３

※１　重度心身障害者で西条市内に住民登録をしていない児童、母子家庭で18歳以上の
　　学生（高校生を除く）は、在学証明書が必要です。
※２　平成19年１月２日以降に転入した方は、所得税が非課税と分かる書類（課税証明
　　書、源泉徴収票など）が必要です。市外に住所がある重度心身障害者で、西条市の
　　国民健康保険証を持っている方も、所得税が非課税と分かる書類が必要です。
※３　年度ごとの更新手続きを行う必要はありません。

身体障害者手帳
療育手帳
保険証、印鑑
受給者証（更新者）
※１、※２

保険証、印鑑
受給者証（更新者）
※１、※２
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